
　
平
成
17
年
4
月
18
日
付
で
、
総
務
大
臣
は
、
藤

岡
市
と
鬼
石
町
の
廃
置
分
合（
合
併
）に
つ
い
て
官
報

に
告
示
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
来
年
1
月
1
日
に
新
生
「
藤
岡

市
」
の
誕
生
が
正
式
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
今
年
3
月
18
日
に
群
馬
県
議
会
で
「
多
野
郡
鬼
石

町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
藤
岡
市
に
編
入
す
る
こ
と
」

の
議
決
を
経
て
、
3
月
22
日
、
群
馬
県
知
事
は
合
併

を
決
定
し
、
同
月
25
日
、
群
馬
県
庁
に
お
い
て
小
寺

知
事
か
ら
新
井
藤
岡
市
長
と
関
口
鬼
石
町
長
へ
合
併

決
定
書
を
手
渡
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
で
、
合
併
に
伴
う
法
的
手
続
き
は
す
べ
て
整

い
ま
し
た
。

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

多
野
郡
鬼
石
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
藤
岡

市
に
編
入
す
る
旨
、
群
馬
県
知
事
か
ら
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
右
の
処
分
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か

ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
平
成
十
七
年
四
月
十
八
日

総
務
大
臣
　
麻
生
太
郎

〇
総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　
市
町
の
廃
置
分
合
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合併決定書の交付を受ける新井藤岡市長と関口鬼石町長



　
平
成
17
年
5
月
9
日（
月
）、藤
岡
市
役

所
に
お
い
て
第
7
回
藤
岡
市
・
鬼
石
町
合

併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　○
報
告
事
項

　
１
　
協
議
会
委
員
、幹
事
、事
務
従
事

　
　
　
職
員
の
変
更

　
２
　
総
務
大
臣
の
告
示

　
３
　
平
成
16
年
度
合
併
協
議
会
事
業

　
４
　
平
成
16
年
度
合
併
協
議
会
収
入

　
　
　
支
出
決
算
及
び
監
査
報
告

○
協
議
事
項

　
１
　
平
成
17
年
度
合
併
協
議
会
事
業

　
　
　
計
画

　
２
　
平
成
17
年
度
合
併
協
議
会
予
算

○
そ
の
他
の
事
項

　
１
　
新
生
「
藤
岡
市
」
の
発
足
式
等

　
２
　
合
併
記
念
式
典

　
　
　
は
下
記
に
て
詳
細
を
お
知
ら
　

　
　
　
せ
い
た
し
ま
す
。

　
平
成
17
年
4
月
1
日
付
の
職
員

異
動
に
伴
い
、藤
岡
行
政
事
務
所
長

小
林
寛
さ
ん
か
ら
小
川
由
紀
夫
さ

ん
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　
藤
岡
市
・
鬼
石
町
合
併
協
議
会

　
幹
事
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
小
委
員
会

　
・
新
市
建
設
小
委
員
会
　
　
　
　

　
・
議
会
議
員
の
任
期
及
び

　
　
定
数
等
検
討
小
委
員
会

　
新
市
建
設
計
画
の
作
成

　
・
完
全
版
　
　
　
　
　
　

　
・
概
要
版
　
　
　

　
協
議
会
だ
よ
り
の
発
行

　
　
　
　
　

　
合
併
住
民
説
明
会
　
　
　
　

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
と
更
新

　
事
務
事
業
の
調
整
等

　
　
8
専
門
部
会
及
び
36
分
科
会
で
、

藤
岡
市
と
鬼
石
町
の
事
務
事
業
に

お
け
る
細
部
の
調
整
が
な
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
電
算
シ
ス
テ
ム
や
条

例
規
則
等
、組
織
・
機
構
な
ど
の
統

合
に
向
け
た
作
業
が
進
め
ら
れ
ま

し
た
。
な
お
、こ
れ
ら
は
本
年
度
も

継
続
し
て
い
ま
す
。

◎
発
足
式
と
開
所
式
の
予
定

　
　
新
生
「
藤
岡
市
」
の
発
足
式

　
　
日
時
　
平
成
18
年
１
月
１
日（
日
）

　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜

　
　
会
場
　
藤
岡
市
役
所
中
庁
舎

　
　
　
　
　
　
3
階
大
会
議
室

　
　
鬼
石
支
所（
仮
称
）の
開
所
式

　
　
日
時
　
平
成
18
年
１
月
１
日（
日
）

　
　
　
　
　
　
午
前
11
時
〜

　
　
会
場
　
鬼
石
支
所
玄
関
ホ
ー
ル

　
　
　
　（
現
鬼
石
町
役
場
玄
関
ホ
ー
ル
）

◎
合
併
記
念
式
典
の
予
定

　
　
日
時
　
平
成
18
年
2
月
11
日（
土
）

　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
12
時

　
　
会
場
　
み
か
ぼ
み
ら
い
館
大
ホ
ー
ル
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第
７
回
協
議
会

全
6
回

全
5
回

全
2
回

全
4
回

5
0
0
部

3
2，
0
0
0
部

2
5，
0
0
0
部
　
全
6
回

全
4
回

　
合
併
に
関
す
る
報
告
・
協
議

　
合
併
の
た
め
の
事
務
事
業
調
整
に

係
る
項
目
に
つ
い
て
、報
告
・
協
議
等

を
行
う
。

１．
　

会
議
の
開
催
・
運
営

　
　
協
議
会

　
　
幹
事
会

　
　
専
門
部
会
等

２．
　

事
務
事
業
の
整
理
・
調
整

　
　
新
市
に
向
け
て
両
市
町
の
事
務

　
　
事
業
の
整
理
・
調
整
等
を
行
う
。

　
　
例
規
集
の
編
成
等
に
関
す
る
こ
と

　
合
併
に
必
要
な
調
査
・
研
究

　
新
市
に
向
け
て
の
情
報
の
収
集
や

先
進
地
事
例
な
ど
の
調
査
・
研
究
を
行

う
。

１．
　

先
進
地
視
察
の
実
施

２．
　

資
料
等
の
収
集

　
合
併
に
関
し
て
必
要
な
事
項

　
住
民
等
に
合
併
の
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
と
と
も
に
、新
市
に
向
け
て

の
不
安
を
取
り
除
く
た
め
、積
極
的
に

情
報
提
供
を
行
う
。

１．
　

情
報
提
供

　
　
協
議
会
だ
よ
り
の
発
行（
随
時
）

　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新（
随
時
）

　
　
く
ら
し
の
便
利
帳
の
作
成
・
配
布

２．
　

そ
の
他
の
必
要
な
事
項

（２）（３）（１）（２）（３）（１） （２）

（※）

（※）

（※）

（※）（※）

（１）

協
議
会
委
員
の
変
更

　
平
成
16
年
度
の
主
な
事
業
概
要

平
成
17
年
度
の
主
な
事
業
計
画
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新
生
「
藤
岡
市
」
が
来
年
１
月
１
日
に

誕
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、従
来
の
手
続

き
や
利
用
方
法
、料
金
な
ど
変
わ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。

　
当
協
議
会
で
は
、合
併
後
の
住
民
の
皆

さ
ん
の
生
活
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か

を
お
知
ら
せ
す
る
た
め
に
、今
年
11
月
を

目
途
に
く
ら
し
の
便
利
帳
を
作
成
し
、毎

戸
に
配
布
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
新
市
の
郵
便
番
号
と
電
話
番
号
は
現

行
の
ま
ま
と
な
り
、変
更
に
な
る
地
域
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
市
町
村
合
併
は
、従
来
よ
り
広
い
視
点

に
立
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
協
議
会
で
は
、新
生｢

藤
岡
市｣

に
対
す
る
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
や
ご
提

案
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

第
7
回
合
併
協
議
会
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、藤
岡
市
・
鬼
石
町
合
併
協
議
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
、ご
覧
く
だ
さ
い
。

　平成16年7月21日
　　藤岡市･鬼石町合併協議会設置議案可決（臨

時議会）および同協議会発足（調印式）
　平成16年11月25日
　　藤岡市･鬼石町合併協定調印式
　平成16年12月9日
　　藤岡市･鬼石町両議会にて合併関連議案可決
　平成16年12月27日
　　県知事への廃置分合（合併）申請
　平成17年3月18日
　　県議会で合併を議決
　平成17年3月25日
　　県知事から合併決定書の交付
　平成17年4月18日
　　廃置分合の総務大臣告示（官報告示）

◎官報告示までの主な事項◎官報告示までの主な事項

く
ら
し
の
便
利
帳
を

　
　
　
　
　
　
　
配
布
し
ま
す

ご
意
見
や
ご
提
案
　

　
　
　
　
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

合
併
後
の
郵
便
番
号
と
電
話
番
号
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※人口は平成12年度の国勢調査による

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

万場町・中里村
前橋市・大胡町・宮城村・粕川村
伊勢崎市・赤堀町・東村（佐波）・境町
沼田市・白沢村・利根村
太田市・尾島町・新田町・藪塚本町
桐生市・新里村・黒保根村
月夜野町・水上町・新治村
藤岡市・鬼石町
高崎市・群馬町・箕郷町・倉渕村・新町

渋川市・伊香保町・小野上村・子持村・
赤城村・北橘村

安中市・松井田町
富岡市・妙義町
大間々町・笠懸町・東村（勢多）
吾妻町・東村（吾妻）   

3,210
320,465
194,393
55,278

210,022
134,298
25,079
70,220

311,432

89,795

64,893
54,401
51,266
17,689

114.69
241.22
139.33
443.37
176.49
274.57
780.91
180.09
307.42

240.42

276.34
122.90
208.23
253.65

新　設
編　入
新　設
編　入
新　設
編　入
新　設
編　入
編　入

新　設

新　設
新　設
新　設
新　設

2003.  4. 1
2004.12. 5
2005.  1. 1
2005. 2.13
2005. 3.28
2005. 6.13
2005.10.１
2006. １.１
2006. 1.23

2006. 2.20

2006. 3.18
2006. 3.27
2006. 3.27
2006. 3.27

神 流 町
前 橋 市
伊 勢 崎 市
沼 田 市
太 田 市
桐 生 市
みなかみ町
藤 岡 市
高 崎 市

渋 川 市

安 中 市
富 岡 市
み ど り 市
東 吾 妻 町

合併期日合併方式面積（km2）人口（人）新市町村名No. 旧 市 町 村 名

甘楽町

榛東村

玉村町

大泉町
邑楽町

明和町千代田町

吉岡町

7

6

9

4

13

10

みなかみ町

高崎市

8 藤岡市

1 神流町

上野村

南牧村

下仁田町
甘楽町

吉井町

榛名町

昭和村

川場村

片品村

高山村中之条町

六合村

嬬恋村

草津町

長野原町

榛東村

玉村町

大泉町
邑楽町

明和町
板倉町

千代田町

吉岡町

富
士

見
村

2

3

前橋市

5 太田市伊勢崎市

沼田市

みどり市

桐生市渋川市14 東吾妻町

12 富岡市

11 安中市

市・・・12市

町・・・17町

村・・・10村

飛　地

館林市館林市


